
目

次

規

則

○
青
森
県
興
行
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

規

則

青
森
県
興
行
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
二
号

青
森
県
興
行
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
興
行
場
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
に
規
定
す
る
興
行
場
営
業
許
可
申
請
書
」
を
「
の
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条

条
例
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た

者
が
当
該
興
行
場
営
業
に
係
る
同
条
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
で
あ
つ
て
既
に
知
事
に

提
出
さ
れ
て
い
る
同
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き

と
す
る
。

２

条
例
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

二

興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
が
当
該
興
行
場
営
業
に
係
る
条
例
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書

を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
戸
籍
謄
本
」
の
下
に
「
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務

省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
」
を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
中
別
紙
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第115号令和２年12月16日 水曜日

号
外
第
百
十
五
号

令
和
二
年十

二
月
十
六
日

（
水
曜
日
）



（ ）2青 森 県 報 号外第115号令和２年12月16日 水曜日



第
二
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）3 青 森 県 報 号外第115号令和２年12月16日 水曜日
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枚
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